
税務出納課からのお知らせ￥

町県民税の申告相談
期間は２月 14 日～３月 15 日です

日 　

月 日  日
　　

　 　

2/14  

15 １・２
16
17 １・２ ３・４・５
20 月 １・２ ４・５・６
21 １・２ ３・４
22 ３ １・２ ３・４
23 １・２ ３・８・10
24 ６・７ ４・５・15
27 月 12・13 11・14・16 
28 ９・17・18 19・20
3/2 ３・４・14 10・12
3 １・２ 11 ２ ２
6 月 ７・８・９ ５ １ １
7 13 ６
8 １・２ ３・４・５・６
9 ８・９・10 ７ １・２
10 ２ １・２
13 月 １ ３
14 出 １・２ １ ３
15 １・２ ２ ４

　　　年も町・県民税の申告時期になりました。この
　　　申告は、平成29年度の町・県民税を算出する
基礎となるほか、国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料や介護保険料及び所得証明書などの税関係証明書
発行の資料となる重要な手続きですので、提出の必要
な方は忘れずに申告書をお出しください。（※平成28
年１月１日のマイナンバー制度の導入により、申告書

３/１

【開館時間】午前８時30分
【受付時間】午前の部：午前８ 時45分～ 11時　   （相談は午前９時開始）

　　　　　  午後の部：午前11時45分～ 午後３時（相談は午後１時開始）

●申告相談は受付簿に記入された順に行います。
●相談日は地区・地域指定を行いますので、次のことに注意してください。
　①指定された日の時間帯においでください。
　②指定日に都合のつかない方は、同じ地区の会場のいずれかの日においでください。
　③同じ地区の会場のいずれの日にも都合がつかない方は、事前に税務出納課町民税係へご連絡（新たな日を
　　予約）ください。
※連絡なしに指定会場以外に来られた方は、資料がないため受付できませんのでご注意ください。　
●資料等の都合上、役場庁舎内での相談はお受けできません。ご理解とご協力をお願いいたします。
●自書申告書は役場税務出納課または申告会場でお預かりいたします。
●前年（平成28年１月１日～ 12月31日）の所得を申告してください。
●申告相談終了間際は混み合いますので、早めの申告にご協力ください。

にはマイナンバーを記入していただく必要があります。
マイナンバーを記入した申告書を提出する際には「番
号確認」「本人確認」をさせていただきます。）
　なお、申告相談の際の注意点などをまとめましたの
で、申告の必要な方は、必要な書類の事前準備をお願
いします。

【問い合わせ】税務出納課町民税係　☎８５- ６１３２

今

ので、次のことに注意してください。ので、次のことに注意してください。

￥１３２
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